
二
ー
ー
ー
ペ
労
働
契
約
法
の
改
正
で
4
月

齢

、

有

罪

普

通

算

5
Z超
え
て
働
け
ば
無
期
契
約
へ
の
転

一

換

が

認

め

ら

れ

る

「

無

期

転

換

5
年
ル
l
ル
」
が
始
ま
る
。
非
正
規
で
あ
る
有
期
労
働
者
の
雇
用
の
安

一
定
が
目
的
で
、
道
内
の
大
学
で
は
、
こ
れ
ま
で
最
長
5
年
と
定
め
て
き
た
事
務
職
員
や
非
常
勤
講
師
な

一
ど
の
有
期
契
約
職
員
の
麗
用
期
間
を
見
直
し
、
無
期
雇
用
に
転
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
動
き
が
広
が
つ

一

て

い

る

。

一

方

で

、

「

襲

に

消

極

的

な

大

学

も

あ

る

。

（

報

道

セ

ン

タ

ー

大

脇

聡
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大学も続々無期雇用

遇
改
善
へ
の
理
解
に
加
え
、
（
新
し
い

人
を
一
一
つ
よ
り
も
）
ス
キ
ル
や
経
顧
の

あ
る
職
員
を
残
し
た
方
が
業
務
に
集
中

で
き
る
と
い
う
理
解
も
広
が
っ
た
」
と

い
う
。軍

畜
大
も
昨
年
ロ
月
、
期
間
が
定
ま

っ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
雇
用
を

除
き
、
原
則
5
年
と
定
め
て
い
た
有
期

契
約
職
員
の
雇
用
期
間
の
上
限
を
撤
廃

す
る
こ
と
を
決
め
た
。
大
学
側
は
「
安

心
し
て
働
け
る
よ
う
に
と
い
う
法
の
趣

旨
を
踏
ま
え
た
」
と
説
明
す
る
。

ま
た
小
樽
商
科
大
は
昨
年
目
月
、
有

期
契
約
職
員
の
う
ち
、
非
常
勤
講
師
の

無
期
転
換
を
就
業
規
則
に
明
記
。
道
教

育
大
も
本
年
度
内
に
規
則
を
改
正
し

て
、
有
期
契
約
職
員
の
5
年
を
超
え
た

契
約
更
新
を
認
め
る
方
理
。
旭
川
医

科
大
は
「
医
療
や
看
護
な
ど
専
門
性
の

高
い
分
野
は
人
材
確
保
が
難
し
い
」
と

ピ

吋

色

坊

V
、γ

園

R
幽

メ

圃
閣
岨
イ

圃
川
副
の

「
正
規
職
員
も
賛
同
」
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！通算契約期間 l無期転換の 無期雇用
lの積算開始 t l 権利が発生 契約

事務職員や非常勤講師待遇改善ヘ前進
し
て
、
既
に
通
算
5
年
を
超
え
た
雇
用

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

私
立
大
で
も
無
期
転
換
ル
l
ル
へ
の

対
応
が
進
む
。
道
私
立
大
学
教
職
員
組

合
連
合
な
ど
に
よ
る
と
、
年
明
け
以
降
、

複
数
の
札
幌
圏
の
私
大
で
、
臨
時
職
員

や
非
常
勤
講
師
の
雇
用
期
間
の
よ
限
撤

廃
の
動
き
が
加
速
。
－
年
更
新
の
雇
用

契
約
に
つ
い
て
「
書
類
を
出
せ
ば
原
則
、

無
条
件
で
更
新
で
き
る
ル
l
ル
を
策
定

中
」
と
す
る
私
大
も
あ
る
。

同
つ
無
期
転
換
5
年
ル
l
ル
章
一
一
契
約
の
労
働
者
が
、
通
算
5
年
を
超
え
二

市
て
契
約
更
新
を
繰
り
返
し
昌
宏
口
に
、
労
働
者
が
申
し
込
む
こ
と
で
次
の
契
約
一
一

か
ら
、
期
間
の
定
め
の
な
い
（
無
期
〕
契
約
に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
。

2
0
1
3年
4

－

月
施
行
の
改
正
労
働
契
約
法
で
定
め
ら
れ
た
。
通
算
契
約
期
間
は
施
行
日
か
ら
数
え
る
一

た
め
、
今
年
4
月
以
降
の
契
約
で
通
算
5
年
を
超
え
て
い
る
場
合
に
無
期
転
換
を
申
し
一

込
め
る
。
無
期
転
換
は
雇
用
者
の
承
諾
を
得
る
必
要
が
な
く
、
労
働
者
が
申
し
込
め
ば
一

自

動

的

に

無

期

労

働

契

約

に

転

換

さ

れ

る

。

一

「
別
の
人
雇
う
意
味
は
」

費

か
く
慣
れ
た
仕
事
な
の
で
何
と
か
続
け

た
い
」

0

進
学
を
品
開
札
し
た
子
ど
も
が

お
り
、
教
育
費
は
増
え
る
一
方
と
い
う
。

北
大
は
、
有
期
契
約
職
員
の
一
雇
用
に

つ
い
て
「
労
働
契
約
の
期
間
は
原
則
l

年
以
内
」
、
更
新
は
「
大
学
が
特
に
必

要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
5
年
を
超
え

な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
組
合
は
5
年

で
の
雇
い
止
め
を
や
め
る
よ
う
求
め
て

い
る
が
、
大
学
側
は
正
規
職
員
へ
の
登

用
試
験
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、

応
じ
て
い
な
い
。
非
常
勤
講
師
や
特
任

教
員
、
資
揺
が
必
要
な
職
種
の
職
員
な

ど
一
部
の
非
正
規
職
員
で
は
5
年
を
超

え
た
一
雇
用
も
認
め
て
い
る
が
、
事
務
職

員
は
含
ま
れ
な
い
。
北
大
の
有
期
契
約

職
員
は
現
在
6
千
人
以
上
お
り
、
事
務

職
は
約
9
0
0人
。
こ
の
う
ち
約
1
3

0
人
が
3
月
末
に
丸
5
年
を
迎
え
る
。

非
正
規
守
る
流
れ
に

非
正
規
雇
用
の
問
題
に
詳
し
い
北
海

学
園
大
の
川
村
雅
則
教
授
（
労
働
経
済

学
）
は
「
新
規
採
用
は
募
集
や
面
接
、

指
導
な
ど
多
く
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
。

雇
う
側
と
し
て
は
有
期
契
約
に
よ
っ
て

雇
用
の
柔
軟
性
を
維
持
し
た
い
の
だ
ろ

う
が
、
教
育
や
研
究
の
た
め
仕
事
に
精

通
し
た
人
に
長
く
働
い
て
も
ら
っ
た
方

が
大
学
に
と
っ
て
も
合
理
的
だ
」
と
指

摘
す
る
。

た
だ
し
無
期
雇
用
に
転
換
し
て
も
原

則
と
し
て
待
遇
は
同
じ
。
非
正
規
雇
用

が
正
規
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た

有
期
契
約
の
空
白
期
闘
が
6
カ
月
以
上

（
契
約
期
間
が
1
年
以
上
の
場
合
）
に

な
る
と
、
そ
れ
以
前
に
働
い
た
年
数
は

通
算
さ
れ
ず
、
再
び
5
年
を
超
え
な
い

と
無
期
雇
用
転
換
が
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
「
落
と
し
穴
一
」
も
あ
る
。

知
耕
転
換
へ
の
相
該
に
応
じ
て
い
る

道
労
連
の
黒
沢
幸
一
議
長
は
「
無
期
雇

用
へ
の
転
換
は
低
賃
金
が
固
定
化
さ
れ

る
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
雇
い
止
め
の

心
配
が
な
く
な
る
と
、
待
遇
夜
善
を
主

張
し
や
す
く
な
る
。
無
期
転
換
ル
l
ル

を
契
機
に
非
正
規
の
雇
用
や
待
遇
を
守

る
流
れ
に
な
れ
ば
」
と
話
す
。
相
談
は

道
労
連
会
0
1
2
0
・3
7
8
・0
6

0
へ。




